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○ 様々な民間ＰＨＲサービスが既に存在※し、今後更なる利活用も想定されている。
ＰＨＲ検討会においてまとめられた「国民・患者視点に立ったＰＨＲの検討における留意事

項」を踏まえ、民間ＰＨＲサービスの適正かつ効果的な利活用を進めるための環境整備につい
て、ＰＨＲ検討会の下に「民間利活用作業班」を設け、検討を進めている。

○ 第１回（１／１５）、第２回（２／１９）で検討を行い、次頁の論点について検討。
・国で整理すべき事項（特に情報セキュリティや個人情報の取扱い）
・民間事業者・業界で実務的に整理すべき事項（特に幅広い民間サービスの活性化）
など、今後の対応・工程表について検討を進めているところ。
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※ 民間PHRサービスの実態

➣ 「民間ＰＨＲサービス」としては、単に個人の健康情報等を記録（record）するだけでなく、それに基づき
生活習慣の改善方法等の提示、健康増進サービスの推奨等、個人の自己管理をサポートするものも多
い。

➣ 実際の使われ方としては、
・個人が健康増進等目的で利用する場合
・保険者の保健指導、企業の健康経営・福利厚生等の一環として個人にアプリの利用を促す場合
・医療機関が疾患管理・二次予防のために患者にアプリの利用を促す場合
等がある。（用途によって、安全性・有効性や、個人情報の取扱いに等について論点も少しずつ異なる）

民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等について




